
　　　社会科見学  開催！ ～現場見学会～

■開催日時　　　　平成20年７月７日（月）
■集合時間・場所　1２：５0　東京ﾓﾉﾚｰﾙ「新整備場」駅　改札出口前
■解散時間・場所　17：３０予定　小田急線　本厚木駅

●私たちが、安全で、安心して暮らせる地域づくり、また快適な生活と自然環境の
調和の図られた地域づくり。これらを叶えるためには、“土木の力”による社会資本
整備が必要不可欠です。
●そこで、将来の“土木の力”の一翼を担う皆さん に、関東地方整備局と土木学会
が協力して、普段見ることが出来ない土木施設が直接見られる「社会科見学」をご
用意しました。将来の社会基盤が、間近で見られます。是非、ご参加下さい。

■お問合せ・申し込み先（申し込みは、FAX又はメールに限らせて頂きます）
　国土交通省　関東地方整備局　企画部　企画課　企画第一係　小渕、太田
　〒330-9724　さいたま市中央区新都心２－１　さいたま新都心合同庁舎２号館
　TEL：048-601-3151（代表）（内線3166,3169）　FAX：048-600-1372
　E-mail：info@ktr.mlit.go.jp     【関東地方整備局HP http://www.ktr.mlit.go.jp/】

■お問合せ先
　社団法人　土木学会　関東支部　事務局　小熊
　 〒160-0017　東京都新宿区左門町６－１７　ＹＳＫビル５階

　 TEL：03-3358-6620    FAX : 03-3358-6623
　E-mail : kanto@jsce.or.jp 【土木学会　関東支部HP http://www.jsce.or.jp/branch/kanto/index.html】

☆社会科見学　第７回☆
学生向け

 首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）

東京国際空港（羽田空港）再拡張事業

見学場所①　東京国際空港（羽田）再拡張事業 見学場所②　首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）

＆

●首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路、相模原ＩＣ（仮称））

●新設滑走路イメージ図

見学場所

●羽田空港再拡張予定地（東京都大田区
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羽田空港再拡張事業
～より便利に、活力のある地域に向けて～

首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）相模原IC(仮称)
　　　　～首都圏と地域に活力を与える大動脈～

※１　応募締め切りは、平成２０年７月３日（木）１６時です。
※２　参加定員は２０名程度です。
※３　途中の移動はバスで行います。
※４　災害保険に加入していただきます。保険代１００円は、自己負担となります。（当日徴収）
※５　見学会参加決定者には、７月３日（木）以降こちらからご連絡いたします。
※６　当日、大雨などの災害発生時には、中止させていただきます。その際は、こちらからご連絡します。
※７　当日の服装及び履物は、動きやすいｽﾞﾎﾞﾝと運動靴等でお越し下さい。（ﾊｲﾋｰﾙ、革靴、ｽｶｰﾄはご遠慮下さい）

【申し込み方法】
「大学名、学部・学科、学年」「氏名」「生年月日」「住所」「連絡先」を記入の上、メール又はＦＡＸにてお知らせ下さい。
(生年月日、住所は、災害保険加入手続きに利用します)⇒申込用紙をご利用ください。
＜個人情報の取扱について＞
1.個人情報の利用目的
　ご提供いただいた個人情報は、国土交通省関東地方整備局と土木学会が行う、社会科見学開催のために利用致します。
2.個人情報の管理について
　ご提供頂いた個人情報は、厳正な管理下で安全に取り扱います。また、収集した個人情報は、社会科見学の終了後、安全な方法をもって破棄す
ることとし、記入者に返却はいたしません。
3.その他
　その他、個人情報の取扱は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第58号）」の規定により行います。

見て 　　聞いて
普段はなかなか行けない大規模工事を
体感しよう！

■首都圏中央連絡自動車道（圏央道）
いつも渋滞している都心環状線。実は、そのうちの６割は都心に用
事がなく、通過するだけの車なのです。（通過交通といいます）
そこで、都心部の通過交通を迂回させることで都心の渋滞を緩和し
ようと計画・整備されているのが圏央道です。
また圏央道は、横浜や八王子、川越、つくばなどの中核的な都市を
連絡することにより、都心に集中する業務機能を分散させ、首都圏
の広域的な発展に重要な役割を果たします。
物流の効率化により、沿道地域の活性化や渋滞解消によるCo2の削
減など生活環境の向上が期待されています。

『横浜国道事務所』ＨＰ
　http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/index.htm
『相武国道事務所』ＨＰ
　http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/index.htm

この事業の詳しい情報を知りたい方は…

この事業の詳しい情報を知りたい方は…
『東京空港整備事務所』のＨＰへ

http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haned
a/haneda/in

・展望台からは今が最盛期のD滑走路の工事状況を見る
ことができます。
・数多く据え付けられた巨大なジャケットや、埋め立て部で
は空港の基礎となる石積みの一部を見学できます。

屋上展望台には映像コーナーや展示もあるよ！

●桟橋部／埋め立て部接続構造イメージ●桟橋部ジャケット据え付け

■東京国際空港（羽田空港）
　　　　　　　　　再拡張事業
既に能力の限界に達している羽田空港。
本事業は新たに４本目の滑走路等を整備し、発着
能力を現在の１．４倍程度に補強することで、国
内のみならずアジアをはじめとする世界各国へと
ネットワークが広がり、国際競争力の強化が図ら
れます。

整備中のＩＣに上れるチャンス！
・橋梁（ＰＣ）上部工の工事を見学できます。
・完成済の橋梁上から建設中のインターチェンジ
全体が眺められます。
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桟橋部 埋め立て部

新設滑走路（Ｄ滑走路）

D滑走路展望台

既存滑走路（Ａ～Ｃ滑走路）

桟橋部

埋め立て部

●相模原IC（仮称）道路橋

見るなら今！

空から見た相模原IC（仮称）

首都圏の未来を変える延長約300kmの道路、建設中！



 

 

  関関東東地地方方整整備備局局・・土土木木学学会会  第第７７回回社社会会科科見見学学～～現現場場見見学学会会～～申申込込用用紙紙    

東京国際空港（羽田空港）再拡張事業 ＆ 首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路） 

   ■開 催 日 時        ： 平成２０年７月７日（月）１２：５０～１７：３０（予定） 

   ■集合時間・場所 ： １２：５０ 東京モノレール「新整備場」駅 改札出口前 

   ■解 散 場 所        ： １７：３０予定 小田急線「本厚木」駅 

社会科見学(現場見学会)に参加を希望される方は、必要事項を記載の上、下記宛までメールまたはＦＡＸにて提出

してください。 

メール info@ktr.mlit.go.jp 

ＦＡＸ ０４８－６００－１３７２ 

国土交通省 関東地方整備局 企画部 企画課 企画第一係 宛 

 

 参加希望の方は下記の□にレ点をしてください。 

  □ 参加希望  

       大学院  

       大 学  

       短期大  

       専門学校 

                     

             学部 学科

                研究室 等

       

               年 

               次 

氏   名
 生年月日 

（現場立入承諾書作成のため）
住   所

 
連 絡 先
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E-mail 

 

※１ 応募締め切りは、平成２０年７月３日（木）１６時です。 

※２ 参加定員は２０名程度です。 

※３ 途中の移動は、バスで行います。 

※４ 災害保険に加入していただきます。保険代１００円は、自己負担となります。（当日徴収） 

※５ メールによる申し込みの際には、上記の必要事項を全てご記入ください。 

※６ 見学会参加決定者には、平成２０年７月３日（木）以降こちらからご連絡いたします。 

※７ 当日、大雨などの災害発生時には、中止させていただきます。その際は、こちらからご連絡します。 

※８ 当日の服装及び履物は、動きやすいズボンと運動靴等でお越し下さい。（ﾊｲﾋｰﾙ・革靴・ｽｶｰﾄはご遠慮下さい） 

≪問い合わせ先≫ 

関東地方整備局 企画部 企画課 企画第一係  小渕、太田 

〒330-9724 さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館 

TEL：048-601-3151（代表）（内線3166,3169） FAX：048-600-1372 

E-mail：info@ktr.mlit.go.jp 

 

個人情報の取扱について 

 1.個人情報の利用目的 

ご提供いただいた個人情報は、国土交通省関東地方整備局と土木学会が行う、社会科見学開催のために利用致します。 

 2.個人情報の管理について 

ご提供頂いた個人情報は、厳正な管理下で安全に取り扱います。また、収集した個人情報は、社会科見学の終了後、安全な方法をもって破棄す

ることとし、記入者に返却はいたしません。 

 3.その他 

  その他、個人情報の取扱は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第58号）」の規定により行います。 

 


